
訪問診療の対象となる方

年齢や障害、病気の種類に関わらず、１人で
の通院が困難な方、または、自宅で過ごした
いが通院が困難なので入院しているという方
で、生活している場所での診療を希望される
方はすべてご相談の対象となります。

訪問診療で提供する医療

● 点滴、注射
● 経管栄養・留置カテーテルの管理・交換
● 医療機器（在宅酸素、人工呼吸器）の管理
● 褥瘡（床ずれ）の処置・治療
● がんなどの病気に対する緩和ケア  など

「訪問診療」とは、患者様が生活している場所(自宅・親戚の家・グループホーム等の施設)に定期的に医師や
看護師が訪問し、計画的に診療を行うものです。さらに定期的な訪問診療に加えて、体調不良時や救急時には
24時間体制で電話対応や臨時往診を行い、必要に応じて往診や入院先の手配等を行います。

訪問診療をご希望の方は
まずは「かかりつけ医」「ケアマネジャー」などへご相談ください。
訪問診療の実施の有無、対応状況などは、各医療機関によって様々です。訪問診療には、これまでの治療状
況や生活状況などの情報が必要となるため、まずはかかりつけの先生や、入院先の病院、担当のケアマネ
ジャーへ相談することをおすすめしています。あさのクリニックでは相談員が相談内容にあわせて、訪問
診療の仕組みや必要な事を説明しておりますので、お気軽にお声がけください。

「定期的に医師が伺い、
計画的な診療をすること」です。

今日は先生が
来る日だ！
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訪問診療とは

体調がすぐれない時だけ、
自宅に診察に来てもらう「往診」とは異なります。

訪問診療
1分ちょっとで、大枠をつかむ !
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